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中小企業向けサイバーセキュリティ対策 

「NDS MSS（NDS マネージドセキュリティサービス）」へのサイバー保険付帯について 

このたび NDS MSS（NDS マネージドセキュリティサービス） では、お客様の経営リスク軽減をさらに強化するため、

2026 年 6 月 1 日より東京海上日動火災保険株式会社との提携による「NDS MSS オリジナル・サイバーリスク保険」

を付帯させていただくこととなりました。 

■ サイバー保険付帯について

NDS MSS では、セキュリティ対策による「技術的防御」に加え、万が一サイバー攻撃によるインシデントが発生した場合

に備え、サイバー保険を付帯いたします。 

本保険は、損害賠償請求への対応費用、システム復旧費用、調査費用、弁護士費用など、インシデント対応にかかる

幅広い費用を補償します。 

補償額は、1契約あたり最大 500万円です。 

■ 保険付帯時期

2026 年 6 月 1 日（月）より 

■ 既存契約者様への適用について

すでに NDS MSS をご契約いただいているお客様につきましても、2026年 6月 1日より本保険が自動的に付帯され

ます。追加費用は発生いたしません。 

NDS MSS のサービス詳細はこちらをご参照ください。 

▼ NDS MSS サービスページ

https://ndsmss.e-nds.com 

NDS MSS は今後も、中小企業の皆さまが安心して事業に専念できる環境を支えるため、セキュリティ運用体制の強

化、サービス品質の向上に継続して取り組んでまいります。 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ICT サービス事業本部 

TEL:052-263-2211 

E-mail：nds-mss@ndsict.com
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